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第１回代表者会議 資料（１）       

放課後児童クラブの実情を知ろう ～春日部市の現状～ 
２０１０年７月１０日 

春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 
 
１．春日部市における学童保育の歴史 

 

＜公設民営、民設民営時代＞ 
１９６７年 大畑小、共同保育の会発足（春日部市初の学童保育） 
１９７２年 大畑小にプレハブ完成（公設民営） 
１９７３年 埼玉県単独補助開始 
      春日部市学童保育連絡協議会発足 
      以降、備後、武里、藤塚など次々に学童保育がスタート 
１９７８年 春日部市単独補助開始      
１９９６年 春日部市学童保育の会発足 
＜公設公営時代＞ 
１９９８年 改正児童福祉法施行 
      市内全小学校敷地内に公設公営学童保育がスタート 
      市が設置し、春日部市福祉公社に管理委託 
２００５年 旧庄和町と合併 
      指定管理開始に先立ち、「福祉公社による運営継続性を求める要望署名」提出 
２００６年 指定管理者制度導入、春日部市福祉公社に随意指定（旧春日部市１８クラブ） 
２００８年 春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会発足 
      公募により、旧庄和町４クラブを福祉公社に指定 
      保育の継続性維持を求める要望書提出 
２００９年 社会福祉協議会に随意指定（市内全２２クラブ） 
 
２．民営時代と現在の違い 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

「つくり運動」の時代 

「施設確保」の時代 

指導員の継続雇用、高学年入室の危機 

「増設運動」の時代 

「保育の質」を問う時代 

保育内容に対する 
直接の合意が成立 

父母 

指導員 

雇用 
要望 

保育 
実施 父母 指導員 

雇用 

保育実施 

社協 要望 

保育内容に対する要望
が反映されにくい構造 

＜民営時代＞ ＜現在＞ 
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３．指定管理者制度の問題点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

指定管理者制度の問題点 

・指定期間が限られている → 継続的な運営が望まれる施設には不向き。 
・コストダウン偏重主義  → サービス内容の低下につながる。 
・民間企業への指定が可能 → サービス事業の丸投げ。企業倒産のリスク。 
 
＜ハッピースマイル事件（2008年）＞ 
東京や埼玉で複数の保育園や学童保育

を運営していた企業が倒産。年度途中で

子どもの受入れができなくなり、大混乱

に。自治体が前払いした委託費も、債務

返済に使われてしまった。 
 

見直しの動き 

様々な問題が指摘される中、指定先の選定時に一般公募をやめたり、コストダウン

を追及しないなど、方法を見直す自治体が増えてきています。 
枝野幸男・行政刷新担当大臣の発言（２００９年８月） 
「指定管理者制度は、コスト削減を主たる機能としていると言わざるを得ないが、

学童保育のようなコストの大部分が人件費である事業の場合、必然的に人員の不足

や処遇の低下につながるため、制度としてなじまない」 

＜公募が生んだお粗末な現実～所沢（2009年）＞ 
大規模分割により同一小学校に新たに生まれた第２

学童保育を、市が公募により民間企業（保育園の実績

がある法人）に指定。しかし指導員に経験が無く、「父

母会で何を話すんですか？」「おやつは何を出したら

よい？」「子どもが来るまでの時間何をしたらよい？」

など、基本的な事を第１学童の指導員に聞いてくる。 
 

春日部市 

（保育課） 

社会福祉協議会 

（指定管理者） 

委託契約 
（平成 21から 5年契約） 

保護者 

児童 

保育料 

入室許可 

保育サービス 

指定管理者制度とは？ 

自治体が保有、管理している施設の運営を、

議会の承認を経て指定された民間団体に委

託する制度。指定期間（通常３年から５年）

が存在し、期間終了後は再度指定先の選定が

行われる。最近では、学童保育のほか、保育

園や公民館、公園など多くの施設に導入され

ている。 
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４．訴え続けることにより、少しずつ改善してきた環境 

 

１９９８年 高学年の受け入れ却下 → 全員の受け入れを強要望、結果的に希望者全員入室 

       （春日部市学童保育の会） 

１９９９～２００３年 希望者増により増設の必要性 → 対市交渉、署名を繰り返し、 

                           立野・八木崎・上沖など増設を実現 

         （春日部市学童保育の会） 

２００５年 指定管理者制度導入方針を決定 → 福祉公社による運営継続を求める署名提出 

        公社による継続運営が実現 

                       （春日部市学童保育の会） 

２００６年 公設公営後５０名余りの指導員が退職 → 指導員待遇改善要望書提出 

   うち半数は転職       学童行事（戸外保育）での労災、代休 

   （教員、保育士、他市の指導員など）   取得、経験給の改善等が実現 

        （春日部市学童保育の会） 

２００８年 福祉公社解体に伴う、指定先変更の危機 → 保育の継続性を求める要望書提出  

          社協への引継ぎ（随意指定）が決定  

         （放課後児童クラブ父母会連絡会） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

国（厚生労働省） 全国学童保育連絡協議会 

要望交渉 
提言・提案 

法制化（１９９８年） 
ガイドライン（２００７年） 
補助金増額 etc. 

市（保育課） 春日部市放課後児童クラブ 
父母会連絡会 

県（少子対策課） 埼玉県学童保育連絡協議会 

要望交渉 
提言・提案 
知事対談 

誰でも参加 

できます！ 

埼玉県運営基準（２００３年） 
県独自補助 
研究集会、指導員研修会共催 etc. 

「指導員の待遇などについて父母が要望するのは

おかしい」 
「連絡は現役父母からお願いします」 
（６／２７運営連絡会への事務局参加について） 
「関係者以外の参加はお断り」 


